


ご
挨
拶 

 
財
団
法
人
日
本
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
一
九
八
七
年
の
創
立
以
来
、
そ
の
内
部
に
政
策
委
員
会
を
設
置
し
て
、
年
二
回
程
度
の

頻
度
で
定
期
的
に
政
策
提
言
を
行
っ
て
き
た
（
巻
末
資
料
２
．
参
照
）
。
今
回
発
表
す
る
政
策
提
言
「
外
国
人
受
入
れ
の
展
望
と

課
題
」
は
、
そ
の
よ
う
な
当
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
活
動
の
第
三
十
三
番
目
の
成
果
で
あ
る
。
日
本
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
世
界
経
済
の

な
か
で
生
き
残
り
、
成
長
す
る
東
ア
ジ
ア
経
済
と
の
一
体
性
や
相
乗
効
果
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
国
内
の
人
材
を
最
大
限
に
活

用
し
つ
つ
も
、
基
本
的
に
外
国
人
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
受
入
れ
の
可
否
で
は
な
く
、
受
入

れ
の
条
件
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
背
景
に
、
こ
の
政
策
提
言
は
、
二
〇
〇
九
年
七
月
二
十
一
日
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
日
本
国
際
フ
ォ

ー
ラ
ム
政
策
委
員
会
第
一
回
会
合
に
お
い
て
そ
の
審
議
を
開
始
し
、
本
年
九
月
二
十
八
日
の
第
四
回
会
合
に
お
い
て
そ
の
最
終
案

を
採
択
し
た
。
こ
の
間
、
本
年
四
月
二
十
六
日
の
第
三
回
会
合
ま
で
は
井
口
泰
関
西
学
院
大
学
教
授
を
主
査
と
す
る
タ
ス
ク
フ
ォ

ー
ス
が
政
策
委
員
会
の
審
議
を
補
佐
し
た
が
、
こ
の
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
は
、
第
三
回
政
策
委
員
会
の
後
解
散
さ
れ
、
新
た
に
平
林

博
日
本
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
副
理
事
長
と
井
口
泰
関
西
学
院
大
学
教
授
が
提
言
起
草
委
員
に
選
任
さ
れ
て
、
政
策
提
言
最
終
案
の
起

草
に
当
た
っ
た
。
第
四
回
政
策
委
員
会
を
経
て
確
定
さ
れ
た
政
策
提
言
最
終
案
は
、
そ
の
後
全
政
策
委
員
に
送
付
さ
れ
、
う
ち
八

十
七
名
の
政
策
委
員
が
そ
の
内
容
を
承
認
し
て
、
こ
れ
に
署
名
し
た
。 

 

こ
の
政
策
提
言
の
全
文
（
日
本
語
・
英
語
）
は
、
恒
例
に
よ
り
総
理
大
臣
に
提
出
さ
れ
る
と
同
時
に
、
内
外
記
者
会
見
を
つ
う

じ
て
新
聞
発
表
さ
れ
、
ま
た
、
内
外
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
に
一
斉
に
送
付
さ
れ
る
と
と
も
に
、
当
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
日
本
語
、

英
語
の
両
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w.jfir.or.jp

）
上
で
公
開
さ
れ
た
。
加
え
て
、
こ
の
政
策
提
言
の
提
起
す
る
問
題
の
重
要

性
に
鑑
み
、
広
く
世
論
に
直
接
問
い
か
け
る
べ
き
だ
と
の
声
を
受
け
、
そ
の
内
容
を
十
一
月
二
十
五
日
付
け
の
産
経
新
聞
、
朝
日

新
聞
、
日
本
経
済
新
聞
に
各
半
ペ
ー
ジ
を
使
っ
た
意
見
広
告
と
し
て
発
表
し
た
。 



 

な
お
、
こ
の
政
策
提
言
審
議
の
過
程
で
は
、
二
〇
〇
九
年
十
月
二
十
七
日
開
催
の
第
二
回
会
合
に
お
い
て
、
ツ
ル
ネ
ン
・
マ
ル

テ
イ
参
議
院
議
員
（
民
主
党
）
を
講
師
に
招
き
、
貴
重
な
ご
意
見
を
伺
っ
た
。
改
め
て
深
く
謝
意
を
表
し
た
い
。
日
本
国
際
フ
ォ

ー
ラ
ム
は
、
外
交
・
国
際
問
題
に
関
し
、
会
員
の
審
議
、
研
究
、
提
言
を
促
し
、
も
っ
て
内
外
の
世
論
の
啓
発
に
努
め
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
が
、
そ
れ
自
体
が
組
織
と
し
て
特
定
の
政
策
上
の
立
場
を
支
持
し
、
も
し
く
は
排
斥
す
る
こ
と
は
な
い
。
政
策
委
員

会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
る
政
策
提
言
の
内
容
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る
の
は
、
そ
の
政
策
提
言
に
署
名
し
た
政
策
委
員
の
み
で
あ

っ
て
、
組
織
と
し
て
の
当
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ら
び
に
そ
の
政
策
提
言
に
署
名
し
な
か
っ
た
当
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
役
員
、
会
員
、
そ
の
他

の
関
係
者
は
、
そ
の
内
容
に
対
し
て
い
か
な
る
責
任
を
負
う
も
の
で
も
な
い
。 

 

二
〇
一
〇
年
十
一
月 

財
団
法
人
日
本
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム 

理
事
長 

政
策
委
員
長 

伊
藤
憲
一 
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は
じ
め
に 

 
二
〇
〇
八
年
秋
の
世
界
経
済
危
機
で
深
く
傷
つ
い
た

欧
米
経
済
と
は
対
照
的
に
、
東
ア
ジ
ア
経
済
は
、
新
興

国
・
地
域
が
中
心
に
な
っ
て
域
内
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
再
編
し
な
が
ら
、
各
国
・
各
地
域
経

済
が
急
速
に
成
長
率
を
回
復
し
、
自
立
的
発
展
の
実
現

を
目
指
す
新
た
な
段
階
を
迎
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。
注
目

さ
れ
る
の
は
、
世
界
経
済
危
機
の
影
響
、
域
内
に
残
る

冷
戦
時
代
の
不
安
定
な
構
造
、
国
際
的
な
テ
ロ
の
懸
念

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
域
内
の
人
の
移
動
は
一
層
高
ま
っ

て
い
る
こ
と
で
す
。
特
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
や
観
光
を
目
的

と
す
る
短
期
的
移
動
は
急
速
に
回
復
し
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
短
期
滞
在
外
国
人
だ
け
で
な
く
、
日
本
に
長

期
間
滞
在
す
る
外
国
人
も
、
ア
ジ
ア
出
身
者
を
中
心
に
、

二
〇
〇
九
年
末
現
在
で
、
そ
の
十
年
前
の
約
一
・
四
倍

に
あ
た
る
二
一
八
万
人
に
増
加
し
ま
し
た
。
外
国
人
の

定
住
化
が
進
展
し
、
永
住
権
を
有
す
る
者
は
、
既
に
九

四
万
人
を
超
え
て
い
ま
す
。
仮
に
わ
が
国
の
外
国
人
受

入
れ
条
件
が
現
状
の
ま
ま
推
移
し
た
と
し
て
も
、
東
ア

ジ
ア
経
済
の
統
合
が
進
む
の
と
並
行
し
て
、
国
内
の
定

住
外
国
人
は
増
加
基
調
を
強
め
る
も
の
と
予
想
さ
れ
ま

す
。 

 

こ
の
よ
う
な
定
住
化
の
段
階
は
、
一
九
八
〇
年
代
半

ば
の
欧
州
諸
国
の
状
況
を
想
起
さ
せ
ま
す
。
当
時
の
欧

州
諸
国
は
「
多
文
化
主
義
」
へ
の
楽
観
論
が
支
配
的
で

あ
り
、
移
民
受
入
れ
に
は
寛
容
で
し
た
。
し
か
し
、
一

九
九
〇
年
代
に
な
る
と
、
地
域
社
会
の
な
か
に
相
互
に

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
な
い
異
文
化
集
団
や

ゲ
ッ
ト
ー
が
現
れ
、
不
法
移
民
も
増
大
し
ま
し
た
。
フ

ラ
ン
ス
で
は
、
公
共
教
育
の
場
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
ブ

ル
カ
を
着
用
す
る
一
部
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
よ
っ
て
、
国

是
で
あ
る
政
教
分
離
原
則
が
脅
か
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し

て
右
翼
政
党
が
反
発
す
る
な
ど
の
状
況
も
生
ま
れ
て
い

ま
す
。 

 

わ
が
国
は
、
こ
の
よ
う
な
欧
州
の
経
験
か
ら
学
び
、

安
易
な
外
国
人
の
受
入
れ
が
、
受
入
れ
国
の
社
会
・
文

化
の
一
体
性
を
損
な
う
だ
け
で
な
く
、
政
治
・
安
全
保

障
に
さ
え
も
緊
張
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
理
解
し
、
必
要
な
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
因
み
に
、
欧
州
へ
の
移
民
は
主
と
し
て
イ
ス

ラ
ム
圏
か
ら
の
移
民
で
あ
り
、
欧
州
の
キ
リ
ス
ト
教
文

明
と
摩
擦
を
生
じ
て
い
ま
す
が
、
予
想
さ
れ
る
日
本
へ

の
移
民
の
大
き
な
部
分
は
、
古
い
歴
史
的
経
緯
を
も
つ

朝
鮮
半
島
出
身
者
に
加
え
、
巨
大
な
人
口
圧
力
を
抱
え

な
が
ら
大
国
と
し
て
台
頭
し
つ
つ
あ
る
中
国
か
ら
の
移
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民
で
す
。
永
住
外
国
人
へ
の
地
方
参
政
権
付
与
が
問
題

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
憲
法
違
反
の
可
能
性
の
高
い
提

案
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
な
結
末
に
懸
念
を
抱

か
せ
る
要
素
が
あ
り
、
慎
重
な
議
論
が
必
要
と
考
え
ま

す
。 

 

「
外
国
人
受
入
れ
」
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
欧
州
の

経
験
か
ら
学
び
つ
つ
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ

が
そ
こ
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
得
な
い
今
日
の
日
本
の
現

実
は
、
日
本
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
世
界
経
済
の
な
か

で
生
き
残
り
、
成
長
す
る
東
ア
ジ
ア
経
済
と
の
一
体
性

や
相
乗
効
果
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
国
内
の
人
材
を

最
大
限
に
活
用
し
つ
つ
も
、
基
本
的
に
外
国
人
を
受
け

入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
現
実
で
す
。
問
わ

れ
る
べ
き
な
の
は
、
受
入
れ
の
可
否
で
は
な
く
、
受
入

れ
の
条
件
で
す
。
ど
の
よ
う
な
制
度
を
設
計
し
、
ど
の

よ
う
な
態
勢
を
整
備
し
て
、
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
か
、

が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

で
は
、
そ
の
条
件
と
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
で
あ
る

べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、

欧
州
諸
国
は
、
外
国
人
の
受
入
れ
は
、
移
民
送
り
出
し

国
や
移
民
自
身
の
希
望
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
受
入
れ

国
が
条
件
を
設
定
し
、
そ
の
条
件
に
よ
っ
て
選
択
す
べ

き
も
の
だ
と
し
て
、「
選
択
的
移
民
政
策
」
を
打
ち
出
し

て
い
ま
す
。
移
民
は
、
受
入
れ
国
社
会
へ
の
統
合
が
可

能
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
受
入
れ
国
へ
の
貢
献
が
期
待
で

き
る
者
に
限
る
と
の
原
則
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
受

入
れ
国
の
言
語
を
話
せ
る
こ
と
な
ど
の
条
件
が
導
入
さ

れ
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
が
国
も
、
こ
の
原
則

を
採
用
す
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。 

 

受
入
れ
国
言
語
の
習
得
に
つ
い
て
は
、
欧
州
諸
国

は
、
一
九
八
〇
年
代
の
楽
観
的
な
「
多
文
化
主
義
」

の
失
敗
か
ら
学
び
、
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
な
ど
の
定

住
移
民
受
入
れ
国
の
経
験
も
踏
ま
え
て
、
外
国
人
の

た
め
の
受
入
れ
国
言
語
習
得
の
機
会
を
積
極
的
に
整

備
し
て
い
ま
す
。
外
国
人
に
よ
る
受
入
れ
国
言
語
の

習
得
は
、
受
入
れ
国
社
会
の
一
体
性
を
維
持
し
、
外

国
人
住
民
の
縁
辺
化
を
防
ぎ
、
貧
困
の
堆
積
や
治
安

の
悪
化
な
ど
の
社
会
的
費
用
の
発
生
を
抑
制
す
る
投

資
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。 

 

わ
が
国
は
、
人
口
減
少
時
代
に
突
入
し
、
国
内
市
場

の
力
強
い
成
長
が
見
込
め
な
い
だ
け
に
、
東
ア
ジ
ア
地

域
統
合
の
進
展
に
伴
う
域
内
人
材
の
開
発
や
域
内
人
材

の
秩
序
あ
る
移
動
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
り
ま

す
。
ア
ジ
ア
と
日
本
を
つ
な
ぐ
人
材
を
確
保
す
る
た
め
、

優
秀
な
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ
拡
大
と
そ
の
キ
ャ
リ

ア
形
成
の
支
援
が
必
要
で
す
。
地
域
活
性
化
を
目
指
す
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自
治
体
で
は
、
日
系
人
や
技
能
実
習
生
に
限
ら
ず
、
地

域
の
持
続
的
発
展
を
支
え
る
外
国
人
労
働
者
と
家
族
の

受
入
れ
が
不
可
欠
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
十
八
歳
人
口
が

二
〇
一
七
年
以
降
、
現
在
の
一
三
〇
万
人
か
ら
一
一
〇

万
人
台
以
下
へ
と
急
減
す
る
う
え
、
大
都
市
へ
の
若
年

人
口
流
出
と
大
学
進
学
率
の
上
昇
が
続
く
結
果
、
地
方

都
市
に
お
い
て
は
、
若
年
層
を
中
心
に
人
口
減
少
が
加

速
す
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
す
。 

 

国
内
で
就
労
す
る
外
国
人
が
配
偶
者
や
家
族
を
呼
び

寄
せ
る
な
ど
の
家
族
移
民
の
受
入
れ
の
保
障
も
重
要
で

す
。
現
状
で
は
、
わ
が
国
の
定
住
的
な
外
国
人
に
占
め

る
就
労
目
的
外
国
人
の
比
率
は
三
割
強
で
、
家
族
移
民

は
一
割
程
度
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
欧
米
諸
国
で

は
、
家
族
移
民
が
外
国
人
受
入
れ
の
過
半
を
占
め
て
い

ま
す
。
定
住
外
国
人
が
増
え
る
に
つ
れ
、
日
本
で
も
家

族
移
民
の
比
重
は
上
昇
し
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ

と
を
予
想
し
、
家
族
移
民
受
入
れ
の
環
境
整
備
を
進
め

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
難
民
支
援
に
つ
い
て
は
、

本
年
九
月
に
第
三
国
定
住
難
民
の
受
入
れ
を
開
始
し
た

こ
と
を
契
機
に
、
今
後
と
も
着
実
に
そ
の
体
制
を
強
化

す
べ
き
で
す
。 

 

二
○
一
○
年
十
一
月 
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署
名
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●
政
策
委
員
長 

伊
藤 

憲
一 
日
本
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
理
事
長 

●
副
政
策
委
員
長 

吉
田 

春
樹 

吉
田
経
済
産
業
ラ
ボ
代
表 

●
提
言
起
草
委
員 

平
林 

 

博 

日
本
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
副
理
事
長 

井
口 

 

泰 

関
西
学
院
大
学
教
授 

●
政
策
委
員 

愛
知 

和
男 

日
本
戦
略
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
理
事
長 

浅
尾
慶
一
郎 

衆
議
院
議
員
（
み
ん
な
の
党
） 

阿
曽
村
邦
昭 

ノ
ー
ス
ア
ジ
ア
大
学
教
授 

荒
井 

好
民 

国
際
学
生
交
流
会
館
理
事
長 

池
田 

十
吾 

国
士
舘
大
学
教
授 

石
垣 

泰
司 

元
駐
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
大
使 

市
川
伊
三
夫 

世
界
経
済
調
査
会
監
査
役 

伊
藤 

英
成 

元
衆
議
院
議
員 

伊
藤 

 

剛 

明
治
大
学
教
授 

井
上 

明
義 

三
友
シ
ス
テ
ム
ア
プ
レ
イ
ザ
ル
社
長 

今
井 
 

敬 

日
本
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
会
長 

鵜
野 

公
郎 

慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授 

浦
野 

起
央 

日
本
大
学
名
誉
教
授 

大
藏
雄
之
助 

異
文
化
研
究
所
代
表 

太
田 

正
利 

元
駐
南
ア
フ
リ
カ
大
使 

大
宅 

映
子 

評
論
家 

岡 
 
 

照 

前
大
垣
女
子
短
期
大
学
教
授 

小
笠
原
敏
晶 

ジ
ャ
パ
ン
タ
イ
ム
ズ
・
ニ
フ
コ
グ
ル
ー
プ
会
長 

小
川 

 

元 

文
化
女
子
大
学
教
授 

折
田 

正
樹 

中
央
大
学
教
授 

河
合 

正
弘 

ア
ジ
ア
開
発
銀
行
研
究
所
所
長 

河
東 

哲
夫 

ジ
ャ
パ
ン
・
ワ
ー
ル
ド
・
ト
レ
ン
ズ
代
表 

木
下 

博
生 

全
国
中
小
企
業
情
報
化
促
進
セ
ン
タ
ー
参
与 

木
村 

崇
之 

元
Ｅ
Ｕ
代
表
部
大
使 

黒
田 

 

眞 

安
全
保
障
貿
易
情
報
セ
ン
タ
ー
理
事
長 

斎
藤 

昌
二 

元
三
菱
化
学
顧
問 

斎
藤 

直
樹 

山
梨
県
立
大
学
教
授 

坂
本 
正
弘 

日
本
戦
略
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
副
理
事
長 

佐
久
田
昌
昭 
日
本
大
学
名
誉
教
授 
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櫻
田 

 

淳 

東
洋
学
園
大
学
准
教
授 

左
近
允
尚
敏 

平
和
・
安
全
保
障
研
究
所
評
議
員 

佐
島 
直
子 

専
修
大
学
教
授 

澤 
 

英
武 
評
論
家 

澤
井 

昭
之 
元
駐
ノ
ル
ウ
ェ
ー
大
使 

志
鳥 

學
修 

航
空
評
論
家 

篠
塚 

 

徹 

拓
殖
大
学
副
学
長 

島
田 

晴
雄 

千
葉
商
科
大
学
学
長 

清
水 

義
和 

前
日
本
国
際
連
合
協
会
理
事 

進
藤 

榮
一 

筑
波
大
学
名
誉
教
授 

鈴
木 

馨
祐 

前
衆
議
院
議
員 

紿
田 

英
哉 

国
際
教
養
大
学
教
授 

高
島 

肇
久 

前
学
習
院
大
学
特
別
客
員
教
授 

高
橋 

一
生 

元
国
際
基
督
教
大
学
教
授 

高
原 

明
生 

東
京
大
学
教
授 

田
久
保
忠
衛 

杏
林
大
学
名
誉
教
授 

田
島 

高
志 

元
駐
カ
ナ
ダ
大
使 

塚
崎 

公
義 

久
留
米
大
学
教
授 

東
郷 

和
彦 

京
都
産
業
大
学
世
界
問
題
研
究
所
長 

堂
之
脇
光
朗 

日
本
紛
争
予
防
セ
ン
タ
ー
理
事
長 

ト
ラ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ト
ゥ 

早
稲
田
大
学
教
授 

内
藤 

正
久 

日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
研
究
所
顧
問 

中
西 

 

寛 

京
都
大
学
教
授 

奈
須
田 

敬 

並
木
書
房
会
長 

鍋
嶋 

敬
三 

評
論
家 

袴
田 

茂
樹 

青
山
学
院
大
学
教
授 

橋
本 

 

宏 

元
駐
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
大
使 

長
谷
川
和
年 

日
韓
協
力
委
員
会
副
理
事
長 

畠
山 

 

襄 

国
際
経
済
交
流
財
団
会
長 

半
田 

晴
久 

世
界
開
発
協
力
機
構
総
裁 

平
沼 

赳
夫 

衆
議
院
議
員
（
た
ち
あ
が
れ
日
本
） 

広
中
和
歌
子 

前
参
議
院
議
員 

廣
野 

良
吉 

成
蹊
大
学
名
誉
教
授 

吹
浦 

忠
正 

ユ
ー
ラ
シ
ア
２１
研
究
所
理
事
長 

船
田 

 

元 

前
衆
議
院
議
員 

古
澤 

忠
彦 

ユ
ー
ラ
シ
ア
２１
研
究
所
研
究
員 

本
間 

正
義 

東
京
大
学
教
授 

正
木 

寿
根 

国
際
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト 

松
井 

 
啓 

元
駐
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
大
使 

眞
野 

輝
彦 
元
東
京
三
菱
銀
行
参
与 
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宮
本 

信
生 

外
交
評
論
家 

宮
脇 

磊
介 

初
代
内
閣
広
報
官 

森 
 

敏
光 

元
駐
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
大
使 

森
井 

敏
晴 
前
天
理
教
名
古
屋
大
教
会
会
長 

森
本 

 

敏 
拓
殖
大
学
海
外
事
情
研
究
所
所
長 

安
江 

則
子 

立
命
館
大
学
教
授 

矢
野 

卓
也 

日
本
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
主
任
研
究
員 

山
澤 

逸
平 

一
橋
大
学
名
誉
教
授 

屋
山 

太
郎 

政
治
評
論
家 

湯
下 

博
之 

元
駐
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
使 

吉
田 

康
彦 

大
阪
経
済
法
科
大
学
客
員
教
授 

若
林 

秀
樹 

元
参
議
院
議
員 

渡
辺 

利
夫 

拓
殖
大
学
学
長 

渡
辺 

 

繭 

日
本
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
主
任
研
究
員  

以
上
署
名
者
八
十
七
名 

（
五
十
音
順
） 
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政
策
提
言 

 

提
言
１ 
観
光
や
ビ
ジ
ネ
ス
を
目
的
と
す
る
外
国
人
は
極
力
受
入
れ

を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
定
住
目
的
の
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
日
本

の
国
益
の
観
点
か
ら
選
択
的
に
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 

わ
が
国
は
、
ア
ジ
ア
で
数
少
な
い
先
進
国
の
一
つ
で
あ
り
、
給
与

や
医
療
水
準
が
高
く
、
治
安
が
安
定
し
て
い
る
。
基
本
的
人
権
が
尊

重
さ
れ
、
宗
教
的
に
も
寛
容
で
あ
る
。
か
り
に
外
国
人
の
入
国
を
完

全
に
自
由
化
す
れ
ば
、
近
隣
諸
国
だ
け
で
な
く
、
世
界
中
か
ら
移
民

が
殺
到
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
日
本
人
に
と
っ
て
当
然
の

所
与
で
あ
る
今
日
の
日
本
の
豊
か
さ
や
安
ら
ぎ
は
、
そ
れ
ら
を
支
え

る
社
会
的
基
盤
と
と
も
に
、
崩
壊
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
観
光
や
ビ

ジ
ネ
ス
で
短
期
間
来
日
す
る
外
国
人
と
異
な
っ
て
、
定
住
目
的
で
来

日
す
る
外
国
人
の
受
入
れ
に
当
た
っ
て
は
、
経
済
的
・
社
会
的
な
必

要
性
だ
け
で
な
く
、
安
全
保
障
、
治
安
、
国
の
一
体
性
（
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
）
な
ど
に
も
配
慮
し
て
、
総
合
的
・
選
択
的
な
判
断
に
よ

り
受
け
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。 

東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
過
去
の
戦
争
の
傷
跡
が
完
全
に
は
癒
え

て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
民
主
主
義
や
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
価
値

観
を
異
に
す
る
国
々
が
あ
り
、
ま
た
経
済
発
展
の
度
合
い
も
国
に
よ

っ
て
大
き
く
異
な
る
。
欧
州
諸
国
間
に
あ
る
よ
う
な
政
治
的
、
経
済

的
、
社
会
的
、
文
化
的
な
一
体
性
や
均
質
性
は
な
い
。
領
土
問
題
を

め
ぐ
る
確
執
さ
え
あ
る
こ
と
を
見
れ
ば
、
定
住
目
的
の
外
国
人
の
受

入
れ
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。 

 

提
言
２ 

外
国
人
高
度
人
材
を
優
先
的
に
受
け
入
れ
、
わ
が
国
に
滞

在
し
、
国
内
外
を
移
動
し
な
が
ら
自
由
に
活
動
で
き
る
諸
条
件
を
整

備
せ
よ
。 

選
択
的
受
入
れ
政
策
を
採
る
な
か
で
ま
ず
優
先
す
べ
き
は
、
わ
が

国
が
戦
略
的
重
要
性
を
付
す
科
学
技
術
や
産
業
等
に
お
い
て
高
度

な
知
見
や
技
術
を
も
た
ら
す
学
者
・
研
究
者
、
専
門
技
術
者
、
企
業

経
営
者
ら
の
外
国
人
高
度
人
材
で
あ
る
。
高
度
人
材
は
、
自
分
自
身

の
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
で
き
る
環
境
や
良
好
な
就
労
機
会
だ
け

で
な
く
、
家
族
の
滞
在
に
と
っ
て
も
良
好
な
環
境
を
求
め
て
移
動
す

る
。
従
っ
て
わ
が
国
は
、
高
度
人
材
が
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
を
中
心

に
、
日
本
を
拠
点
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
活
動
で
き
る

よ
う
に
、
条
件
整
備
す
べ
き
で
あ
る
。
国
、
地
方
公
共
団
体
、
大
学
、

研
究
機
関
、
企
業
等
は
、
医
療
や
社
会
保
障
、
家
族
の
就
業
機
会
や

子
弟
の
教
育
な
ど
に
つ
い
て
、
内
国
民
待
遇
を
保
障
す
る
こ
と
は
当
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然
で
あ
る
が
、
必
要
が
あ
れ
ば
付
加
的
な
特
典
を
与
え
る
べ
き
で
あ

る
。
大
学
や
大
学
院
へ
の
留
学
生
に
対
し
て
は
、
来
日
、
入
学
か
ら

就
職
に
い
た
る
体
系
的
で
実
践
的
な
支
援
体
制
を
築
き
、
日
本
国
内

で
滞
在
す
る
期
間
を
有
効
に
活
用
で
き
る
よ
う
援
助
す
べ
き
で
あ

る
。 永

住
権
の
付
与
に
つ
い
て
は
、
原
則
十
年
と
さ
れ
る
最
低
在
留
年

数
が
、
高
度
人
材
や
日
本
人
の
配
偶
者
等
に
つ
い
て
は
五
年
以
下
に

短
縮
さ
れ
た
が
、
米
国
、
英
国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
と
比
べ
、
依

然
と
し
て
魅
力
に
乏
し
い
。
高
度
人
材
に
対
し
て
は
、
永
住
資
格
の

付
与
に
つ
い
て
の
現
在
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
「
点
数
制
度
」
に
移
し

替
え
、
学
者
・
研
究
者
、
企
業
経
営
者
、
専
門
技
術
者
な
ど
の
グ
ル

ー
プ
別
に
評
価
項
目
を
設
定
し
、
ま
た
国
内
の
地
域
振
興
等
に
貢
献

し
た
者
に
加
算
を
導
入
す
る
な
ど
し
て
、
永
住
権
の
取
得
を
促
進
す

る
べ
き
で
あ
る
。 

 提
言
３ 

狭
義
の
不
熟
練
労
働
者
の
受
入
れ
は
今
後
と
も
慎
重
に
対

応
す
る
一
方
、
日
本
人
だ
け
で
は
供
給
困
難
な
職
種
を
特
定
し
て
、

そ
の
人
材
開
発
と
資
格
取
得
を
支
援
せ
よ
。 

近
年
、
高
齢
層
の
み
な
ら
ず
若
年
層
で
も
、
失
業
者
や
無
業
者
が

高
水
準
と
な
っ
て
い
る
。
技
能
や
経
験
が
な
く
て
も
就
労
で
き
る
不

熟
練
分
野
は
、
こ
れ
ら
の
日
本
人
が
労
働
市
場
へ
再
参
入
す
る
た
め

に
不
可
欠
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
外
国
人
に
全
面
的
に
開
放
す
べ
き

で
は
な
い
。 

他
方
、
日
本
人
だ
け
で
は
後
継
者
養
成
が
困
難
な
職
種
や
業
種
が

増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
年
々
高
齢
化
が
進
展
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
事
態
を
直
視
し
、
政
労
使
の
合
意
の
も
と
に
、
日
本
人
の
み
な

ら
ず
外
国
人
人
材
を
も
積
極
的
に
養
成
・
活
用
す
べ
き
分
野
を
、
看

護
師
、
介
護
福
祉
士
等
に
限
定
せ
ず
、
拡
充
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
う
え
で
、
受
入
れ
企
業
や
大
学
な
ど
は
、
業
界
レ
ベ
ル
で
人
材
開

発
や
資
格
取
得
を
促
進
す
る
措
置
を
具
体
化
し
、
国
の
支
援
の
も
と

に
推
進
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

提
言
４ 

「
経
済
連
携
協
定
」
に
お
け
る
外
国
人
受
入
れ
条
項
の
条

件
の
柔
軟
化
を
図
る
と
と
も
に
、
就
労
を
認
め
る
分
野
を
順
次
拡
大

せ
よ
。 

現
在
わ
が
国
が
締
結
し
て
い
る
「
経
済
連
携
協
定
」
に
基
づ
く
看

護
師
、
介
護
福
祉
士
等
の
受
入
れ
に
当
た
っ
て
は
、
わ
が
国
の
国
家

試
験
合
格
な
ど
を
条
件
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
条
件
は
緩
和
す
る
必

要
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
海
外
で
既
に
専
門
資
格
を
有
す
る
者
に
対

し
、
そ
の
資
格
の
内
容
を
全
く
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
日
本
の
国
家
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試
験
を
課
し
、
日
本
語
の
知
識
・
能
力
が
十
分
で
な
い
結
果
落
第
と

な
る
の
を
放
置
す
る
こ
と
は
、
実
質
的
に
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
等

の
受
入
れ
を
決
め
た
「
経
済
連
携
協
定
」
の
そ
も
そ
も
の
趣
旨
に
反

す
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
国
家
試
験
に
つ
い
て
は
、
英
語
で
も
受

験
で
き
る
よ
う
に
改
め
る
ほ
か
、
日
本
語
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
職
種

に
適
し
た
実
践
的
な
日
本
語
能
力
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。 

政
府
は
、
「
経
済
連
携
協
定
」
に
お
け
る
外
国
人
受
入
れ
条
項
の

解
釈
を
柔
軟
に
し
、
海
外
の
有
資
格
者
を
よ
り
容
易
に
受
け
入
れ
る

仕
組
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
日
本
ま
た
は
海
外
で
新
た
に
外
国
人
有

資
格
者
を
養
成
す
る
仕
組
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。
併
せ
て
、
わ
が

国
の
国
家
資
格
を
取
得
し
た
場
合
、
相
手
国
で
、
同
じ
資
格
が
認
知

さ
れ
る
よ
う
に
、
相
手
国
に
も
制
度
の
整
備
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
す
れ
ば
、
本
人
の
希
望
に
よ
っ
て
母
国
に
帰
国
し
て
も
、
あ
る

い
は
日
本
に
再
来
日
し
て
も
、
同
一
の
資
格
で
両
国
に
お
い
て
就
労

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
域
内
の
人
の
移
動
の
円
滑
化
に
寄
与
で
き
る
。 

 提
言
５ 

社
会
統
合
政
策
を
外
国
人
政
策
の
第
二
の
柱
と
し
、
国
と

自
治
体
が
連
携
す
る
効
果
的
な
実
施
体
制
を
確
立
せ
よ
。 

欧
州
に
お
け
る
移
民
政
策
の
失
敗
の
一
因
は
、
移
民
を
受
入
れ
国

に
統
合
し
、
共
存
さ
せ
る
た
め
の
社
会
統
合
政
策
が
十
分
で
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
の
「
改
正
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定

法
」
と
「
住
民
基
本
台
帳
法
」
は
、
外
国
人
台
帳
制
度
を
日
本
人
と

同
じ
住
民
基
本
台
帳
制
度
の
な
か
に
整
備
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

れ
は
進
歩
で
は
あ
る
が
、
外
国
人
の
権
利
を
尊
重
し
、
そ
の
義
務
の

遂
行
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
ま
だ
第
一
歩
で
あ
る

に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
」
に
お

け
る
在
留
管
理
に
関
す
る
関
係
条
文
を
整
備
し
、
出
入
国
管
理
と
並

ぶ
外
国
人
政
策
の
第
二
の
柱
と
し
て
、
外
国
人
の
社
会
統
合
政
策
の

推
進
に
関
す
る
根
拠
法
令
を
設
け
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。 

こ
れ
を
も
と
に
、
（
一
）
外
国
人
住
民
の
権
利
の
尊
重
と
義
務
の

遂
行
を
確
実
に
す
る
た
め
、
自
治
体
と
関
係
省
庁
と
の
間
で
効
率
的

か
つ
公
正
な
情
報
融
通
の
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す
る
こ
と
、
（
二
）
国

が
、
地
域
・
自
治
体
と
連
携
し
て
、
日
本
語
講
習
、
学
校
教
育
、
雇

用
対
策
な
ど
の
施
策
を
行
う
こ
と
、
（
三
）
外
国
人
と
日
本
人
が
共

生
す
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
地
域
で
生
じ
る
問
題
の
調
整
に
当

た
る
地
域
の
専
門
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
、
（
四
）
外
国
人
に
対
す

る
雇
用
や
医
療
な
ど
の
セ
ー
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
を
強
化
す
る
た
め
、

国
の
出
先
機
関
と
自
治
体
が
連
携
し
て
、
実
効
性
の
高
い
ワ
ン
ス
ト

ッ
プ
・
サ
ー
ビ
ス
を
制
度
化
す
る
こ
と
、
の
四
点
を
提
案
し
た
い
。 
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提
言
６ 

日
本
語
能
力
を
持
た
な
い
外
国
人
に
対
し
、
地
域
に
お
け

る
日
本
語
学
習
の
機
会
を
保
障
す
る
体
制
を
整
備
せ
よ
。 

外
国
人
受
入
れ
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
社
会
に
異
文
化
集
団
地
域

が
発
生
し
、
日
本
人
社
会
や
他
の
外
国
人
集
団
と
の
間
で
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
や
誤
解
・
敵
意
が
発
生
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配

慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
定
住
外
国
人
の
受
入
れ
に
当
た
っ
て
、
予
め

日
本
語
能
力
の
有
無
を
確
認
す
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
は
あ
る
が
、

す
で
に
合
法
的
に
入
国
し
て
お
り
、
今
後
一
定
期
間
以
上
日
本
に
滞

在
が
予
定
さ
れ
る
外
国
人
に
は
、
日
本
語
学
習
を
奨
励
し
、
さ
ら
に

は
そ
の
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
国
は
、
生
活
・
就

労
・
就
学
に
必
要
な
日
本
語
能
力
を
判
定
す
る
基
準
を
設
け
、
簡
易

に
日
本
語
の
能
力
判
定
が
で
き
る
仕
組
を
、
ま
ず
整
備
す
べ
き
で
あ

る
。 

 

さ
ら
に
、
市
町
村
な
ど
関
係
機
関
に
お
い
て
は
、
在
留
す
る
外
国

人
が
生
活
に
必
要
な
日
本
語
能
力
を
有
し
な
い
と
判
定
さ
れ
た
場

合
、
一
定
期
間
（
例
え
ば
入
国
後
三
年
）
以
内
で
あ
れ
ば
、
市
町
村

が
当
該
外
国
人
に
対
し
て
受
講
の
指
示
を
行
い
、
少
な
い
個
人
負
担

で
実
践
的
な
日
本
語
を
学
ぶ
機
会
を
提
供
す
べ
き
で
あ
る
。
自
治
体

が
受
講
指
示
を
行
っ
た
場
合
、
当
該
外
国
人
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
企

業
・
団
体
は
、
受
講
の
た
め
に
労
働
時
間
な
ど
の
面
で
配
慮
す
る
べ

き
で
あ
る
。
外
国
人
の
子
ど
も
た
ち
が
早
急
に
日
本
の
小
中
学
校
に

同
化
で
き
る
よ
う
、
日
本
語
の
特
別
補
講
を
行
う
こ
と
等
の
施
策
も

講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

提
言
７ 

秩
序
あ
る
労
働
者
受
入
れ
と
労
働
者
保
護
の
た
め
に
、「
外

国
人
雇
用
法
」
を
制
定
す
る
と
と
も
に
、
二
国
間
「
労
働
協
定
」
を

締
結
せ
よ
。 

わ
が
国
で
は
、
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
・
労
働
条
件
は
、
労
働
関

係
法
令
と
出
入
国
管
理
関
係
法
令
の
二
つ
の
法
体
系
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
整
合
性
が
と
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

企
業
の
コ
ム
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（
法
令
順
守
）
も
不
十
分
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
わ
が
国
と
周
辺
国
が
二
国
間
で
「
労
働
協
定
」
を
締
結
し
、

両
国
が
そ
れ
ぞ
れ
に
義
務
と
役
割
を
分
担
し
、
秩
序
あ
る
労
働
者
受

入
れ
を
実
現
し
、
も
っ
て
効
果
的
に
外
国
人
労
働
者
の
保
護
が
確
保

さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
労
働
協
定
」
を
国

内
的
に
担
保
す
る
た
め
に
「
外
国
人
雇
用
法
」
を
制
定
す
る
こ
と
が

必
要
に
な
る
。
雇
用
対
策
法
に
規
定
し
た
雇
用
状
況
届
の
規
定
な
ど

を
「
外
国
人
雇
用
法
」
に
移
管
す
る
と
と
も
に
、
権
利
侵
害
か
ら
の

迅
速
な
救
済
の
仕
組
を
規
定
し
、
出
入
国
管
理
行
政
と
労
働
行
政
が
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協
力
し
て
法
律
を
施
行
す
る
体
制
を
構
築
す
べ
き
で
あ
る
。 

雇
用
の
非
正
規
化
が
進
む
な
か
で
、
健
康
リ
ス
ク
や
失
業
リ
ス
ク

に
対
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
は
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
が
、

労
働
・
社
会
保
障
法
上
の
措
置
と
は
別
に
、
入
管
法
上
の
措
置
と
し

て
、
労
働
・
社
会
保
険
加
入
の
確
認
が
で
き
な
い
外
国
人
の
雇
用
は

禁
止
し
、
当
該
違
反
に
対
し
て
罰
則
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

非
正
規
な
外
国
人
労
働
者
の
斡
旋
、
雇
用
及
び
ト
ラ
フ
ィ
ッ
キ
ン
グ

な
ど
を
行
う
者
に
対
し
て
は
、
周
辺
国
と
も
協
力
し
て
厳
正
に
対
応

す
べ
き
で
あ
る
。 

 

提
言
８ 

「
社
会
保
障
協
定
」
の
締
結
を
促
進
し
、
国
内
外
を
移
動

す
る
日
本
人
及
び
外
国
人
に
配
慮
し
た
社
会
保
障
制
度
と
せ
よ
。 

わ
が
国
は
、
独
、
米
、
英
、
仏
、
加
な
ど
の
先
進
諸
国
及
び
ブ
ラ

ジ
ル
と
の
間
で
は
「
社
会
保
障
協
定
」
を
締
結
し
た
が
、
今
後
往
来

の
増
大
が
予
想
さ
れ
る
中
国
、
韓
国
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
、
イ
ン
ド

な
ど
と
の
間
で
は
「
社
会
保
障
協
定
」
の
締
結
交
渉
は
遅
れ
て
い
る
。

「
社
会
保
障
協
定
」
が
な
い
国
に
滞
在
す
る
日
本
人
や
邦
人
企
業
は

二
重
に
社
会
保
険
料
を
支
払
う
と
い
う
不
利
益
を
蒙
っ
て
い
る
。 

他
方
、
わ
が
国
に
お
い
て
就
労
す
る
外
国
人
に
と
っ
て
は
、
公
的

年
金
の
脱
退
一
時
金
制
度
や
、
五
年
以
上
二
十
五
年
未
満
し
か
滞
在

し
な
い
外
国
人
の
基
礎
年
金
の
保
険
料
が
掛
け
捨
て
に
な
る
問
題

が
解
決
さ
れ
ず
、
外
国
人
の
社
会
保
険
加
入
意
欲
を
著
し
く
削
い
で

い
る
。
そ
の
こ
と
が
、
同
時
加
入
の
健
康
保
険
の
無
保
険
者
を
増
や

す
結
果
も
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
外
国
人
に
限
り
、
最
低

加
入
年
数
を
二
十
五
年
か
ら
十
年
程
度
に
短
縮
す
る
と
同
時
に
、

「
社
会
保
障
協
定
」
が
あ
る
場
合
原
則
と
し
て
加
入
期
間
を
通
算
す

る
措
置
を
準
用
し
、
外
国
人
の
社
会
保
険
加
入
率
の
向
上
を
促
進
す

べ
き
で
あ
る
。
海
外
で
活
躍
す
る
日
本
人
、
日
本
で
就
労
す
る
外
国

人
双
方
に
と
っ
て
不
利
益
を
も
た
ら
し
て
い
る
状
況
を
早
期
に
な

く
す
た
め
に
、
政
府
は
、
主
要
国
や
新
興
国
と
「
社
会
保
障
協
定
」

の
締
結
を
急
ぐ
べ
き
で
あ
る
。 

 

提
言
９ 

永
住
外
国
人
へ
の
地
方
参
政
権
の
付
与
は
、
憲
法
違
反
の

可
能
性
が
高
く
、
政
治
的
に
も
懸
念
を
抱
か
せ
る
要
素
が
あ
り
、
慎

重
な
議
論
が
必
要
と
考
え
る
。 

二
〇
〇
九
年
末
に
お
い
て
わ
が
国
に
お
け
る
「
外
国
人
登
録
者
」

の
数
は
二
一
八
万
人
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
十
年
以
上
日
本
に
住
む

「
永
住
者
」
は
九
四
万
人
で
あ
る
。
内
訳
は
、
一
九
四
五
年
以
前
か

ら
引
き
続
き
日
本
に
在
留
す
る
者
と
そ
の
子
孫
で
あ
る
「
特
別
永
住

者
」
が
四
〇
万
人
、
そ
れ
以
外
の
「
一
般
永
住
者
」
が
五
三
万
人
で
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あ
る
。
「
特
別
永
住
者
」
の
九
九
％
は
韓
国
・
朝
鮮
籍
の
人
々
で
あ

る
。
「
一
般
永
住
者
」
の
中
で
最
も
多
い
の
は
中
国
人
で
、
こ
の
十

年
間
に
五
倍
に
増
え
て
い
る
。
次
い
で
ブ
ラ
ジ
ル
人
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

人
、
韓
国
・
朝
鮮
人
の
順
で
あ
る
。 

永
住
外
国
人
へ
の
地
方
参
政
権
の
付
与
に
関
し
て
は
、
一
九
九
五

年
の
最
高
裁
判
決
が
、
主
文
に
お
い
て
「
憲
法
第
九
十
三
条
第
二
項

に
い
う
（
地
方
選
挙
権
を
持
つ
）
『
住
民
』
と
は
、
地
方
公
共
団
体

の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
日
本
国
民
を
意
味
す
る
」
と
明
言
し
て

い
る
。
主
文
と
は
別
に
、
異
論
を
述
べ
た
傍
論
が
あ
る
が
、
法
律
上

の
効
力
は
な
い
。
永
住
外
国
人
へ
の
地
方
参
政
権
付
与
は
、
憲
法
違

反
の
可
能
性
が
高
い
の
み
な
ら
ず
、
か
れ
ら
が
地
方
参
政
権
を
梃
子

に
、
領
土
問
題
や
安
全
保
障
問
題
の
帰
趨
に
影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ
が

あ
り
、
慎
重
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
日
本
国

籍
を
取
得
し
た
外
国
人
が
国
と
地
方
の
双
方
に
お
い
て
選
挙
権
の

み
な
ら
ず
被
選
挙
権
を
有
す
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。 
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１．日本国際フォーラムについて 
 

【設立】 
独立・民間・非営利の国際問題・外交政策の審議・研究・提言機関を日本にも設立す

る必要があるという認識に基づいて、財団法人日本国際フォーラム(The Japan Forum on 
International Relations, Inc.）は、1987 年に大来佐武郎、服部一郎、伊藤憲一ほか
60 名の参加を得て、会員制の政策志向のシンクタンクとして設立されました。 
 

【目的】 
当フォーラムは、わが国の対外関係のあり方および国際社会の諸問題の解決策につい

て、広範な国民的立場から、諸外国の声にも耳を傾けつつ、常時継続的に審議、研究、
提言し、その成果を内外に問うことによって、わが国の世論を啓発するとともに、国際
社会の対日理解を促し、かつ世界に向けた日本の発言および影響力行使を強化すること
を目的として活動しております。 

 
【組識】 
最高意思決定機関である理事会および理事会の諮問に答える評議員会のほか、当フォ

ーラムの財政的基盤の強化を担う財務委員会（今井敬委員長）、事業活動の基本的方向を
企画・立案する運営委員会（小笠原敏晶委員長）、中長期的なテーマについて常時研究・
審議し、政策提言を行なう政策委員会（伊藤憲一委員長）、短期的なテーマについて随時
検討し、適時適切な政策提言を行なう緊急提言委員会（田久保忠衛委員長）の４つの常
設の委員会があります。 

 
【専門】 
(1)国際政治･外交・安全保障等、(2)国際経済・貿易・金融・開発援助等、(3)環境･人

口･エネルギー･食糧等の地球的規模の諸問題、(4)アメリカ、ロシア、中国、アジア、ヨ
ーロッパ等の地域研究、(5)東アジア共同体構想に関わる諸問題、(6)人権と民主化、紛
争予防と平和構築、文明の対立、情報革命等の新しい諸問題。 

 
【活動】 
(1)各種の調査研究活動、(2)各種の政策提言活動、(3)当フォーラム日本語版ホームペ

ージ(http://www.jfir.or.jp) 上に設置された政策掲示板「百花斉放」（双方向の公開討
論システム）の運営、(4)「メルマガ日本国際フォーラム」「JFIR E-Letter」の配信、(5)
「国際政経懇話会」「外交円卓懇談会」の開催、(6)「『スマート・パワー時代』の日米同
盟と日本外交」「東アジア地域協力をめぐる新視点と日本外交の課題」等の研究室活動お
よび「非伝統的安全保障における日米協力の課題と展望」「チェチェン問題研究会」「東
アジア研究所連合（NEAT）」「東アジア・フォーラム（EAF）」等の特別研究プロジェクト
の実施、(7)研究者･専門家･オピニオンリーダー等の派遣、受入等の知的国際交流、(8)
各種国際会議の開催、(9)国際問題に関するブリーフィング、(10)『政策提言』『会報』『研
究会報告』『研究員報告』『会議記録』等出版物の刊行等。 

 
【連絡先】 

［住 所］〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-12-1301 
 ［TEL］03-3584-2190   ［FAX］03-3589-5120 
［E-mail］jfir@jfir.or.jp ［URL］http://www.jfir.or.jp/ 

巻末資料 
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２．既発表の日本国際フォーラム政策委員会政策提言 
  

これまでに日本国際フォーラム政策委員会が審議し、研究した政策提言のテーマは、
次の 32 テーマである。ただし、第 7番目のテーマのみは、研究および政策提言案作成活
動としては完結したものの、政策提言として外部に発表するために内規上必要とされて
いる政策委員会での 3 分の 2 以上の賛成が得られず、正式の政策提言としては廃案とな
った。 
 

１．「日、米、アジア NICs 間の構造調整」 

（主査：渡辺利夫筑波大学教授、1988 年 3 月 3日発表） 

２．「北東アジアの長期的安定と協力のビジョン」 

（主査：神谷不二慶應義塾大学教授、1989 年 3 月 15 日発表） 

３．「日本の経済力を世界経済のためにいかに活用するか」 

（主査：金森久雄日本経済研究所センター会長、1989 年 7 月 25 日発表） 

４．「日米協力のあり方－責任分担を中心として」 

（主査：猪口孝東京大学教授、1990 年 4 月 5日発表） 

５．「国際通貨貿易システムの安定化への貢献」 

（主査：眞野輝彦東京銀行常任参与、1990 年 8 月 14 日発表） 

６．「変貌するソ連と日本の対応」 

（主査：田久保忠衛杏林大学教授、1991 年 4 月 10 日発表） 

７．「新段階を迎える市場開放」 

（主査：竹中一雄国民経済研究協会顧問、1992 年 2月 27 日廃案） 

８．「国連の平和機能の強化と日本の役割」 

（主査：佐藤誠三郎東京大学教授、1992 年 10 月 7日発表） 

９．「アジア社会主義経済の変化と日本の対応」 

（主査：佐藤経明日本大学教授、1993 年 6 月 8日発表） 

10．「日欧政治関係：21 世紀への展望」 

（主査：中西輝政静岡県立大学教授、1993 年 11 月 16 日発表） 

11．「地域経済圏形成の動きと日本の対応」 

（主査：小林實日本興業銀行顧問、1994 年 6 月 17 日発表） 

12．「中国の将来とアジアの安全保障：新しい日中関係を目指して」 

（主査：小島朋之慶應義塾大学教授、1995 年１月 25 日発表） 

13．「日米経済摩擦の本質と対応」 

（主査：島田晴雄慶應義塾大学教授、1995 年 8 月 3日発表）  

14．「アジア・太平洋地域における安全保障体制の可能性と役割」 

（主査：渡邉昭夫青山学院大学教授、1996 年 6 月 5日発表） 

15．「ＷＴＯ体制と日本」 

（主査：坂本正弘中央大学教授、1996 年 11 月 27 日発表） 

16．「発展途上国支援の新方向を探る」 

（主査：草野厚慶應義塾大学教授、1998 年 3 月 5日発表） 
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17．「情報革命時代における世界と日本」 

（主査：公文俊平国際大学グローコム所長、1998 年 8 月 24 日発表） 

18．「対米中露関係の展望と日本の構想」 

（主査：伊藤憲一日本国際フォーラム理事長、1999 年 4 月 19 日発表） 

19．「グローバル化経済とアジアの選択」 

（主査：トラン・ヴァン・トゥ早稲田大学教授、2000 年 5 月 26 日発表） 

20．「国際主義と国家主権：日本の構想」 

（主査：猪口邦子上智大学教授、2000 年 7 月 6日発表） 

21．「リオ＋10 と日本の環境外交」 

（主査：山本良一東京大学教授、2001 年 10 月 24 日発表） 

22．「東アジアにおける安全保障協力体制の構築」 

（主査：田中明彦東京大学教授、2002 年 12 月 18 日発表） 

23．「東アジア経済共同体構想と日本の役割」 

（主査：吉田春樹吉田経済産業ラボ代表取締役、2003 年 6 月 20 日発表） 

24．「新しい世界秩序と日米同盟の将来」 

（主査：伊藤憲一日本国際フォーラム理事長、2004 年 4 月 28 日発表） 

25．「世界の中の日本：その文化と教育」 

（主査：袴田茂樹青山学院大学教授、2004 年 12 月 13 日発表） 

26．「新しい脅威と日本の安全保障」 

（主査：佐瀬昌盛拓殖大学教授、2005 年 8 月 10 日発表） 

27．「国際エネルギー安全保障体制の構築」 

（主査：内藤正久日本エネルギー経済研究所理事長、2006 年 5 月 18 日発表） 

28．「変容するアジアの中での対中関係」 

（主査：小島朋之慶應義塾大学教授、2006 年 10 月 30 日発表） 

29．「インドの躍進と日本の対応」 

（主査：榊原英資早稲田大学教授、2007 年 9 月 5日発表） 

30．「ロシア国家の本質と求められる日本の対露戦略」 

（主査：袴田茂樹青山学院大学教授、2008 年 2 月 20 日発表） 

31．「グローバル化の中での日本農業の総合戦略」 

（主査：本間正義東京大学大学院教授、2009 年 1 月 14 日発表） 

32．「積極的平和主義と日米同盟のあり方」 

（主査：伊藤憲一日本国際フォーラム理事長、2009 年 10 月 22 日発表） 

                         （肩書きは発表当時） 
 
 
［注］なお、現在審議中のテーマは「グローバル・テロと日本の対応」（提言起草 

委員：山内昌之東京大学教授、同補佐：宮坂直史防衛大学校教授）である。 
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３. 日本国際フォーラム役員名簿 
 

理事 
 
 
 
 
監事 
 
 
評議員 
 
 
 
 
 
顧問 
 
 
 
 
 
 
最高参与 
 
参与 

［会  長］ 

［理事長］ 

［副理事長］ 

［理  事］ 

 

市川伊三夫 

 

 

井上 明義 

歌田 勝弘 

大宅 映子 

黒田  眞 

 

 

浅野 晴彦 

池田 弘一 

石井  直 

氏家 純一 

小笠原敏晶 

河村  隆 

 

金森 久雄 

 

愛知 和男 

青木  保 

浅尾慶一郎 

有馬 龍夫 

石垣 泰司 

伊藤 英成 

伊藤  剛 

猪口 邦子 

猪口  孝 

岩國 哲人 

鵜野 公郎 

今井  敬 

伊藤 憲一 

平林  博 

田久保忠衛 

 

橋本  宏 

 

 

小池百合子 

田中 達郎 

築舘 勝利 

野上 義二 

 

 

北村 雅良 

木村  宏 

坂井伸太郎 

鈴木貞一郎 

住田 良能 

竹中 統一 

 

 

 

大藏雄之助 

大場 智満 

岡崎 久彦 

折田 正樹 

加藤  寛 

神谷 万丈 

河合 正弘 

木下 博生 

近衞 忠煇 

坂本 正弘 

島田 晴雄 

 

 

 

半田 晴久 

 

 

 

 

袴田 茂樹 

服部 靖夫 

広中和歌子 

廣野 良吉 

 

 

丹波 俊人 

土橋 昭夫 

中田 正博 

中原 秀人 

中村 公一 

野村 哲也 

 

 

 

進藤 榮一 

田島 高志 

田中 明彦 

田原総一朗 

内藤 正久 

中西  寛 

西尾 幹二 

長谷川和年 

畠山  襄 

平沼 赳夫 

吹浦 忠正 

 

 

 

渡辺  繭 

 

 

 

 

吉田 春樹 

 

 

 

 

 

福澤  武 

福田  督 

宮原 耕治 

茂木友三郎 

 

 

 

 

 

福島安紀子 

船田  元 

前田 武志 

眞野 輝彦 

森本  敏 

山内 昌之 

山澤 逸平 

屋山 太郎 

渡辺 利夫 

（アイウエオ順） 
 

［注］日本国際フォーラムは、外交・国際問題に関し、会員の審議、研究、提言を促し、もって内外の世論の啓発に務め

ることを目的とするが、それ自体が組織として特定の政策上の立場を支持し、もしくは排斥することはない。政策委

員会によって採択される「政策提言」の内容に対して責任を有するのは、その「政策提言」に署名する政策委員の

みであって、当フォーラムならびにその「政策提言」に署名しない当フォーラムのその他の関係者は、その内容に

対していかなる責任を負うものでもない。 
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４．日本国際フォーラム会員制度のご案内 
 

日本国際フォーラムは国際問題や外交政策に関する民間・非営利・独立のシンク 
タンクですが、その活動は趣旨に賛同する多数の会員の参加と貢献によって維持さ 
れております。１人でも多くの個人会員、１社、１団体でも多くの法人会員の皆様 
のご支援とご参加を得たく、ここにその会員制度についてご案内申し上げます。 

 
 【個人会員】 
  １．個人準会員 
   ①入会資格：会費を納入していただければ、どなたでも個人準会員になれます。 
   ②特典：一般公開の会議・シンポジウム・ワークショップ等に優先的にご招待い 

たします。また、それらの会合の『記録』、『会報』、『メルマガ』、『政策提言』
等のその他の公開出版物をお届けいたします。 

   ③年会費：１口 3,150 円（消費税込み） 
    
  ２．個人正会員 
   ①入会資格：当フォーラムの目的に賛同し、当フォーラムの個人正会員１名の推 

薦を受け、かつ当フォーラムの入会審査をパスした方。 
   ②特典：上記の個人準会員と同等の特典に加え、国際政経懇話会、外交円卓懇談 

会などの会議・委員会・セミナー等に招待される（ただし、実費負担の場合あ 
り）ほか、それらの会合の『記録』等の非公開出版物の配布を受けられます。 
また、当フォーラムの役員、委員等に選任される資格が付与されます。 

   ③年会費：１口 10,500 円（消費税込み） 
    
 【法人会員】 
  １．法人準会員 
   ①入会資格：当フォーラムの目的に賛同し、法人準会員会費を納入する法人。 
   ②特典：法人準会員の代表者またはその代理は、上記の個人正会員と同等の特典 

に加え、国際政経懇話会に無料で招待されます（原則として３口以上の年会費 
を納入下さるようにお願いしております）。 

   ③年会費：１口 105,000 円（消費税込み） 
    

２．法人正会員 
   ①入会資格：当フォーラムの目的に賛同し、その活動を財政的に支援するため 

法人正会員会費を納入する法人。 
   ②特典：法人正会員の代表者またはその代理は、上記の法人準会員の代表者と同 

等の特典に加え、当フォーラム運営の中心的存在として、その活動に直接参加 
することができます。 

   ③年会費：１口 1,050,000 円（消費税込み） 
    

【お問い合わせ先】 
ご入会ご希望の方は、下記の日本国際フォーラム事務局までご連絡下さい。  

［住 所］〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-12-1301 
  ［TEL］03-3584-2190   ［FAX］03-3589-5120 

［E-mail］jfir@jfir.or.jp ［URL］http://www.jfir.or.jp/ 
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５．日本国際フォーラム政策掲示板への投稿のご案内 
 

 日本国際フォーラムはそのホームページ（http://www.jfir.or.jp）に意見交換の
ための政策掲示板「百花斉放」を設置し、会員だけでなく、広く一般市民に開放さ
れた外交・国際問題に関する公開討論の場として運営しております。掲載されたす
べての投稿は、隔月１回全国１万人の登録者に『メルマガ日本国際フォーラム』を
つうじて届けられ、さらに注目すべき投稿は、英訳して、当フォーラム英語版ホー
ムページに転載するほか、『JFIR E-Letter』をつうじて隔月１回全世界 5000 人の登
録者に配信しております。 
 トップページの「政策掲示板『百花斉放』」欄の左上にある●（赤丸）をクリック
して、「投稿一覧」欄に入り、左上にある「成果物一覧へ」をクリックし、「この記
事に関して投稿する」をクリックして、この政策提言等に対するご感想やコメント
をお寄せ下さい。新規のテーマについて投稿を希望する場合は「新規投稿する」を
クリックして、ご投稿ください。また、掲載されているテーマについて投稿される
場合は「この投稿にコメントする」をクリックして、ご投稿ください。 
 皆様の自由な意見交換をつうじて、相互啓発とより高い次元への議論の発展を図
りたいと考えております。 
 

 
日本国際フォーラムの日本語ホームページのトップページ（http://www.jfir.or.jp/） 

 

※『メルマガ日本国際フォーラム』『JFIR E-Letter』配信登録希望者は、日本国際フォーラム 

  事務局までご連絡ください。 
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頒布価格 900 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 33 政策提言 

「外国人受入れの展望と課題」 

(JF-J-II-A-0033) 

 

 

 

２０１０年１１月発行 

発行者 財団法人日本国際フォーラム 

［住 所］〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-12-1301 

       ［TEL］03-3584-2190   ［FAX］03-3589-5120 

［E-mail］jfir@jfir.or.jp ［URL］http://www.jfir.or.jp/ 
 

 

転載ないし引用の際は、本政策提言が出典であることを明示すること 
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